










 
 
今年は、組合員の皆様が今後、ＪＡの運営に携わる役員（理事・監事）を選ぶ年になります。平成 29年6月開催

予定の第 16回通常総会で役員改選が行われます。なお、昨年 4月に改正農協法が施行され、役員体制などの見直し

が行われており、今回の役員改選から適用されることになっています。以下の『役員候補者推薦内規』及び『実践

的能力者に係る基準』が適用されますので充分なご協議をお願い致します。 

 

役員候補者推薦内規 
（目的） 

第1条 この内規は、役員推薦会議運営規程に基づき、役員候補者の推薦を適正、円滑に行うため、その推薦基準

を定める。 

 

（推薦基準） 

第2条 理事、監事の候補者は、理事の行為基準・監事の行為基準で示されたＪＡ阿蘇の期待される役員像を規範

とし、次の基準により推薦する。 

②農業協同組合法並びに定款に定める役員の欠格事由、競業者の役員等への就職禁止規定等、制限規定に該当

しない者 

③この組合の施設(事業)を率先して利用している者で、多額の固定化債務を有していない者ただし、農協法第

30条第12項に規定する員外監事候補者については、施設の率先利用については、適用を除外する。 

④年齢制限については、就任する日の属する年の３月末で満 70歳未満の者とする。 

  ⑤政経分離を旨とし、地方自治体の首長並びに特別職（副市町村長・収入役・教育長）、国会・県議会・市町村

議会の議員に該当しない者。尚、ＪＡ役員任期中の就任についても同様とする。 

  ⑥理事の過半数は、認定農業者又は実践的能力者となったため、地区理事の過半数は、認定農業者又は実践的

能力者とする。 

 

（選考委員会） 

第3条 役員推薦会議運営規程別表に定める区域全域等より選出する学識理事・学識監事候補者、員外監事候補者

の推薦については、理事会の承認を得て選考委員会を設置し、委員会が候補者を選考する。 

②選考委員会は、各中央支所の役員代表者並びにこの組合の代表理事を委員とする。ただし、選考委員会の委

員はこの委員会が選考する役員候補者となることができないものとする。 

  ③選考委員会は、次の基準で役員候補者を選考する。 

ア、学識理事候補者は、定款第 27条第３項に規定する者とし、候補者としてふさわしいと認められる具体的

な要件については、委員会で協議する。 

イ、学識監事候補者は、定款第 27条第３項に規定する者とし、候補者としてふさわしいと認められる具体的

な要件については、委員会で協議する。 

ウ、員外監事候補者は、農協法第 30条第12項に規定する者とし、候補者としてふさわしいと認められる具

体的な要件については、委員会で協議する。 

 

（改廃） 

第4条 この役員候補者推薦内規の制定、改廃は理事会において行い、その都度通常総代会に報告する。 

 

附則  この役員候補者推薦内規の改正は、平成 28年5月26日より施行する。 

ただし、第2条6項については、平成29年度の役員改選時から適用する。 

今年は役員改選の年です 



 

「実践的能力者」に係る基準 
 

1 この基準は、農業協同組合法第 30条第12項第2号に規定する「農畜産物の販売その他の当該農業協同組合が行

う事業又は法人の経営に関し実践的な能力を有する者（以下、「実践的能力者」という。）」の基準を定める。 

 

2 実践的能力者のうち、「農畜産物の販売その他の当該農業協同組合が行う事業に関する実践的能力者」に該当す

る者は、次のいずれかの要件を満たす者とする。 

 

（1）農畜産物の販売事業において、当組合及び農畜産物の販売を行う法人等で農畜産物の販売業務に、原則10年

以上従事した経験があり、かつ農産物の販売に係る企画・立案や業務を監督する職を経験した者で、その能力

を当組合の事業に活せることができる者 

（2）指導事業において、当組合及び他の法人等で農業に関する技術指導や農家経営・生活の向上に関する指導等の

業務に、原則10年以上従事した経験があり、かつ当該指導事業に係る企画・立案や業務を監督する職を経験し

た者で、その能力を当組合の事業に活かせることができる者 

（3）購買事業において、当組合及び他の法人等で肥料・農薬など農業資材の販売や農業機械の販売、生活用品の販

売等の業務に、原則10年以上従事した経験があり、かつ経済事業に係る企画・立案や業務を監督する職を経験

した者で、その能力を当組合の事業に活かせることができる者 

（4）信用事業において、当組合及び他の金融機関等で貯金・貸付け等の業務に、原則 10年以上従事した経験があ

り、かつ金融に係る企画・立案や業務を監督する職を経験した者で、その能力を当組合の事業に活かせること

ができる者 

（5）共済事業において、当組合及び他の保険会社等で保険業務に、原則 10年以上従事した経験があり、かつ保険

業務に係る企画・立案や業務を監督する職を経験した者で、その能力を当組合の事業に活かせることができる

者 

（6）その他当組合が行う事業(介護福祉事業、宅建事業、総務・企画部署等)において、当組合及び他の法人等で、

当該事業に、原則10年以上従事した経験があり、かつその業務に係る企画・立案や業務を監督する職を経験し

た者で、その能力を当組合の事業に活かせることができる者 

 

3 実践的能力者のうち、「法人の経営に関する実践的能力者」に該当する者は、次のいずれかの要件を満たす者と

する。 

 

（1）株式会社その他の法人の取締役・理事を 10年以上務めている、若しくは務めたことのある者で、その能力を

当組合の経営に活かすことができる者 

（2）株式会社その他の法人の総務・管理部門の管理職を 10年以上務めている、若しくは務めたことのある者で、

その能力を当組合の経営に活かすことができる者 

（3）当組合又は他の組合の常勤理事を、2期以上務めている、若しくは務めたことのある者で、その能力を当組合

の経営に活かすことができる者 

（4）その他、経営において必要と認められる資格を有し、その能力を当組合の経営に活かすことができる者。  

1) 弁護士 2）公認会計士 3）税理士等  

 

4 この基準の制定・改廃は、理事会で決定する。 

 

5 この基準は、平成28年5月26日に制定し、平成28年5月26日から施行する。なお、平成 29年4月1日以降

実施する役員改選から適用する。 



花 粉 症 

花粉症とは？ 

 I型アレルギー（即時型）の一つであり、人体の鼻などの粘膜に花粉が接触したときに自己免疫（マクロファ

ージ）が非自己とみなし、花粉（アレルゲン）に対する抗体（主に IgE抗体）を作り、その後、アレルゲンの量

が許容量を超えた際に引き起こすアレルギー症状を花粉症と言います。 

 

花粉症の原因となる花粉は？ 

 スギ、ヒノキ、マツ、ブナ、カバノキ、イネ、ヨモギ、ブタクサ等が挙げられます。 

 日本で最も多い原因は、スギ花粉で全体の約８割を占めています。 

 

花粉症の症状とは？ 

  目の症状    かゆみ・涙が出る・まぶたが腫れる・充血する 

  鼻の症状    鼻水がどんどん出てくる・鼻づまりがひどい・くしゃみが何度もでる 

  のどの症状   痛み・せきが出る・口の中がピリピリしびれる 

 

  【花粉症になる人のメカニズム】 

花粉症の対策 

 生活習慣の改善 

  ストレスは自律神経を過敏にし、アレルギー反応を起こしやすくするため、睡眠を十分にとる等、ストレス

をためないよう心掛けましょう。 

  また、タバコは鼻の粘膜を刺激して花粉症の症状を悪化させるので控えましょう。 

 栄養バランスの良い食事 

  アレルギーに負けない体を作るためには、栄養バランスのとれた食事が大切です。 

・動物性たんぱく質（肉、卵、魚卵など）を控える ・野菜を中心とした和食を心がける 
・高カロリーな食事は控える           ・インスタント食品や加工食品の摂取はなるべく控える 
・辛いものなど、刺激物の摂りすぎに注意する   ・過度な飲酒は避ける 

  食生活を見直すことで、免疫力を高めて花粉症のアレルギー症状を緩和することが可能です。 

  外出時の注意点  マスクやメガネ、スカーフなどを着用する。 

  帰宅時の注意点  玄関に入る前に、衣類に付着した花粉を払い落す。手洗いうがい、洗顔をする。 

 

＊花粉症は、一度発症すると改善する事は困難です。予防を心がけましょう。 
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